
働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会 

 開催要綱 

 

１．趣旨  

  働き方の多様化が進展する中で、労働者にふさわしい保障を実現するとともに、労働

者の働き方の選択に中立的な社会保障制度の構築を進めることが求められている。被用

者保険（厚生年金保険・健康保険）においては、近年、適用範囲の見直しを行ってきた

ところ、その状況も踏まえつつ、今後の対応の在り方について検討していく必要がある。 

こうした背景のもと、被用者保険における課題や対応について、社会保障審議会の医

療保険部会や年金部会における検討に資するよう、保険局長及び年金局長の招集により、

関連分野の有識者や労働者・使用者団体等からなる懇談会を開催する。 

 

２．検討事項 

  以下の論点について、被用者にふさわしい保障の実現、働き方や雇用の選択を歪めな

い制度の構築等の観点から検討を行う。 

（１）短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲の在り方 

（２）個人事業所に係る被用者保険の適用範囲の在り方 

（３）複数の事業所で勤務する者、フリーランス、ギグワーカーなど、多様な働き方を踏

まえた被用者保険の在り方 

 

３．構成員 

（１）構成員は別紙のとおりとする。 

（２）懇談会の座長は、構成員の互選により選出するものとする。 

 

４．運営 

（１）本懇談会は、厚生労働省保険局長及び年金局長が構成員の招集を求めて開催する。 

（２）本懇談会においては、座長の判断により、構成員以外の関係者の出席を求め、意見

を聴取することができる。 

（３）本懇談会の庶務は、厚生労働省保険局保険課と年金局年金課において行う。 

（４）本懇談会は原則公開とする。ただし、公開することにより個人等に不利益を及ぼす

恐れがあるなど、特段の事情がある場合には、座長の判断により非公開とすることが

できる。なお、非公開とする場合はその理由を明示するとともに、座長の認める範囲

において、議事要旨並びに会議資料を公開する。 

（５）この要綱に定めるもののほか、本懇談会の運営に関して必要な事項は、本懇談会に

おいて定める。 
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 構成員名簿 
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   株式会社ウェルスプラン 代表取締役 
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    日本労働組合総連合会総合政策推進局長 
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   東北大学大学院法学研究科教授 
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   全国商工会連合会 中小企業問題研究所 所長 
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   ＵＡゼンセン副書記長 
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   法政大学キャリアデザイン学部教授 

松
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   早稲田大学人間科学学術院教授 

  

 （五十音順、敬称略） 

 

（別紙） 


